
お申込みの前に必ずお読みください。 本書面は電気事業法第２条の１３の規定に基づき、電気需給契約の締結にあ

たり重要な事項を記載したものです。同法にて定められている契約締結前後

の書面交付については、本書面および当社ホームページへの電気需給約款の

掲載にて提供いたします。十分ご理解いただきますようお願いいたします。 List でんき重要事項説明書 

1 お申込み方法  

(1)当社との電気需給契約の締結を希望される場合は、当社ホームペ
ージまたは所定のお申込用紙に必要事項を記入いただくことでお
申込みいただけます。 

(2)郵送でのお申込みの場合は、本書裏面下記に記載の住所へご郵送
ください。 

(3)以下のすべての条件に該当するお客さまが電気需給契約の対象
者となります。 
(ア)契約電力５０kW 未満の低圧契約であること 
(イ)東京電力の供給エリア内で既に需給設備を整えていること 
(ウ)電気需給約款に承諾いただけること 

(4)お申込みの際に、お客さまが契約されている小売電気事業者への
解約手続きは当社にて代行いたします。旧小売電気事業者が解約
を承諾することにより、当社との契約手続きを進めることができ
ます。 

2 供給開始時期 

(1)電気需給契約の締結後、お客さまが現在契約されている小売電気
事業者との解約や一般送配電事業者との託送供給契約の締結等、
当社による必要な手続きが完了した後に供給開始日が確定し、そ
の供給開始日をもって当社の電気の供給を開始いたします。 

(2)一般送配電事業者の工事進捗状況等により、お申込みの際にご記
入いただいた供給開始予定日のご希望に添えないことがございま
すのであらかじめご了承ください。 

3 契約期間および契約更新 

(1)契約期間は、原則２年（供給開始日から起算）といたします。 
(2)契約期間満了後は、原則２年ごとに同一条件にて電気需給契約を

自動更新いたします。 
(3)最低利用期間は通常供給開始日から１年とし、最低利用期間内で

の変更または解約に対し、解約手数料が発生します。 

4 供給電圧および周波数 

(1)供給電気方式および供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００
ボルトまたは交流単相３線式標準電圧１００ボルトもしくは２０
０ボルトといたします。 

(2)周波数は標準周波数５０ヘルツといたします。 

5 スマートメーターへの取替え  

お客さまから当社へのお申込み完了後、スマートメーターが設置
されていないお客さまは、一般送配電事業者によりスマートメータ
ーへの取替を実施いたします。原則として、取替えに伴う工事費等
費用は発生しませんが、停電を伴う作業になる場合がございますの
であらかじめご了承ください。 

6 契約容量および契約電力 

現在ご契約中の小売電気事業者が決定した契約容量、契約電力と
します。必要がある場合、当社との協議によって決定されます。 

7 電気料金の算定 

(1)電気料金の算定期間は原則として前月の検針日から当月の検針
日の前日までの期間とします。 

(2)契約開始月の算定期間は、供給開始日から直後の検針日前日とし
ます。 

(3)契約解約月の算定期間は、直前の検針日から供給解約日前日とし
ます。 

(4)一般送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金
請求に遅れが生じる可能性がある場合、算定期間が変更となるこ
とがございますのであらかじめご了承ください。 

(5)使用電力量は、一般送配電事業者が設置する計量器により計量し
ます。 

(6)計量器の故障等により月間の使用量を把握できなかった場合、計
量ができなかった 期間については、過去使用電力量平均値をもと
に算定いたします。 

8 解約・変更手続きおよびそれに係る料金  

(1)お客さまが解約・変更を希望される場合は、当社ホームページま
たは電話から１５日前までにお知らせください。変更内容につい
ては、書面、電子メール、インターネット上での開示等当社が適
当と判断する方法によりお知らせいたします。 

(2)解約した日が、最低利用期間内での解約の場合は解約手数料が発
生します。なお、残余期間に関わらず一律の料金といたします。 

最低利用期間内での解約手数料 ２,２００円 
 

9 電気料金およびその他サービスにかかる料金 

(1)電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

(2)実際の請求額には東京電力にて毎月単価が変動する燃料費調整
額および経済産業省資源エネルギー庁にて発表される毎年単価が
変動する再生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれます。 

(3)ライフサポート・プラン 
区分 単位 単価 

基本 
料金 

30 アンペア 

月 

429.00 円 

40 アンペア 572.00 円 

50 アンペア 715.00 円 

60 アンペア 858.00 円 

電力量料金 kWh 25.00 円 
 
(4)ビジネスサポート・プラン 

区分 単位 単価 

基本料金 kVA・月 257.40 円 

電力量 
料金 

最初の 120kWh まで 第 1段階 

kWh 

17.89 円 

120kWh超過 300kWhまで 第 2段階 23.83 円 

300kWh超過分 第 3段階 27.51 円 
 
(5)動力サポート・プラン 

区分 単位 単価 

基本料金 kW・月 1,065.90 円 

電力量 
料金 

夏季 
kWh 

17.37 円 

その他季 15.80 円 
 
(6)各種割引プラン 

ガスセット割 １５０円 / 月 
 
(7)事務手数料 

初回事務手数料 無料 

コンビニ払込票発行手数料 ※ ５５０円 / 通 

※初回クレジットカード登録期間を除く 
 
(8)延滞通知手数料 

延滞通知手数料 ４４０円 / 通 
 

10 料金の支払方法・支払期日 

(1)電気料金については毎月、工事費等についてはそのつど、当社の
指定する金融機関等を通じて支払っていいただきます。 

(2)お支払い方法は、クレジットカードに限らせていただきます。（法
人契約を除く） 

(3)お支払い期日は当社がお客さまに別途通知する日といたします。
当該支払期日が休祝日の場合にはその直後の営業日を支払期日と
いたします。 

(4)毎月の電気料金と使用量は当社インターネット上のマイページ
でご確認いただけます。 

(5)一般送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金
請求に遅れが生じる可能性がある場合、当該月の料金の一部また
は全部を、翌月の料金請求時に合算してご請求させていただくこ
とがございますのであらかじめご了承ください。 

(6)契約者が料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支
払わない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数につい
て、年１４.６％の割合を乗じて算定した延滞利息および延滞通知
手数料を電気料金とあわせて請求させていただきます。 

(7)販売代理事業者を通じて、お申込みをしていただいたお客さまは
当社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理店事業者に譲
渡することをあらかじめ承諾していただきます。 

11 当社からの契約の解約 

(1)客さまが次のいずれかに該当する場合には電気需給契約を解約
することがあります。なお、この場合にはあらかじめその旨を解
約の１５日前にお知らせいたします。 
(ア)料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合 
(イ)電気料金以外の電気需給約款によって支払を要することとな

った債務（延滞利息、延滞通知手数料等、その他電気需給約款
から生ずる金銭債務）を支払われない場合 



(ウ)契約された用途以外の用途に電気を使用され、当社がその旨
を警告しても改めない場合 

(エ)その他、電気需給約款等に反した場合で、当社がその旨を警
告しても改めない場合 

(2)お客さまが、当社に通知なく移転され、電気の使用がないことが
明らかな場合は、契約を解約いたします。 

12 当社からの契約の変更 

(1)当社は、法令・条例・規則等の改正により電気需給約款の変更の
必要が生じた場合や、その他当社が必要と判断した場合は、電気
需給約款を変更することがあります。この場合には、電気料金そ
の他供給条件は変更後の電気需給約款によります。 

(2)電気需給約款の変更にともなう供給条件の説明、契約変更前の書
面交付および契約変更後の書面交付を、以下の通り行うことにつ
いて、あらかじめ承諾していただきます。 
(ア)当社ホームページに記載する方法その他当社が適切と判断し

た方法により行うこと 
(イ)供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合には、

説明および記載を要する事項のうち当該変更しようとする事
項のみ説明、記載すること 

(ウ)契約変更後の書面交付を行う場合には、当社の名称・住所、お
客さまとの契約年月日、供給地点特定番号および当該変更を
した事項のみ記載すること 

(3)電気需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必
要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更を
ともなわない内容の場合は、以下の通り行うことについて、あら
かじめ承諾していただきます。 
(ア)供給条件の説明および契約変更前の書面交付は、変更をしよ

うとする事項の概要のみを書面交付することなく説明するこ
と 

(イ)契約変更後の書面交付をしないこと 

13 違約金および設備賠償金 

(1)お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、
そのために料金の全部または一部の支払を免れた場合には、その
免れた金額の３倍に相当する金額を違約金として支払っていただ
きます。 

(2)免れた金額は当社が定める供給条件に基づいて算定された金額
と不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたしま
す。 

(3)不正に使用した期間を確認できないときは、６ヶ月以内で当社が
決定した期間といたします。 

(4)お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の電気工作
物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、そ
の設備について、修理可能の場合は修理費、亡失または修理不可
能の場合、帳簿価額と取替工事との合計額を賠償していただきま
す。 

14 工事費等に関する費用 

お客さまが新たに電気を使用し契約電力を増加される場合で、こ
れに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、または
お客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が
託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費を請求され
た場合はお客さまにその費用を負担していただきます。ただし、非
常変災等やむを得ない理由による場合を除きます。 

15 電気の供給に関するお客さまへのお願い 

お客さまへの電気供給にあたり、一般送配電事業者が定める託送
供給等約款に規定された以下の事項をお客さまにて遵守していただ
きます。  
(1)一般送配電事業者の供給設備の故障、またはお客さまの設備の故

障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼ
す恐れがあると認めた場合には一般送配電事業者に通知すること  

(2)電気工作物の改修や検針、保安上必要な場合において、当社また
は一般送配電事業者が敷地内に立ち入らせていただくことについ
て、正当な理由ない限り承諾すること  

(3)お客さまに電気を供給するために必要な設備の施設場所を無償
で提供すること  

(4)電気の使用が、一定の原因により他のお客さまの電気の使用を妨
害、またはそのおそれがある場合、お客さまの負担で必要な調整
または保護装置を需要場所に施設していただくこと  

16 その他 

(1)一般送配電事業者の指示や災害の発生時により電気の供給を中
止または制限する場合があります。これら、当社の責めによらず
に電気の供給を中止または制限する場合、当社は損害賠償責任を
負わないものといたします。 

(2)ご自宅で人工呼吸器等の医療機器をご使用されている場合等で
停電等により損害を受けるおそれがある場合は、代替電源のご準
備等必要な措置をお客さまにて講じていただきますようお願いい
たします。 

(3)現在ご契約中の小売電気事業者との契約解約に際し、ポイント失
効や解約金発生等、お客さまの不利益が発生する可能性がありま
す。 

(4)研究・分析のため、契約期間中に得た匿名加工情報（供給地点の
郵便番号、30 分電力量）を利用することを、あらかじめ承諾して
いただきます。またアンケートを実施する場合があります。これ
らの情報を加工した統計・分析データ等について、ウェブサイト
やその他媒体に掲載・転載しその他の事業活動に利用することが
あります。 

(5)匿名加工情報の作成および第三者提供は、当社のプライバシーポ
リシーに従い取り扱わせていただきます。 

17 個人情報の取扱いについて 

(1)契約時、本人確認書類のコピーを提出いただく場合がございます。 
(2)契約手続時に得たお客さまの個人情報は、当社のプライバシーポ

リシーに従い取り扱わせていただきます。 
(3)契約手続き、電気供給に必要な範囲で一般送配電事業者、広域的

運用推進機関、他小売電気事業者との間で共同利用いたします。 
(4)お客さまが、当社の電気需給約款によりお支払いいただくことが

必要となった料金その他の債務について、当社の定める期日を経
過してもなおお支払いが確認できない場合等には、お客さまの氏
名、住所、お支払い状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社が
通知することがあります。 

18 反社会的勢力の排除 

お客さまには、自己（自己が法人の場合は、代表者、役員または実
質的に経営を支配する者）が暴力団、暴力団員、暴力関係企業、総会
屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当
しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことおよび、
以下の各項目について確約いただくものとします。なお、お客さま
が当該確約に違反した場合、当社は事前に通知せずに、お客さまと
の電気需給契約を解約することができるものとします。この場合、
当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わない
ものとします。 
(1)自己が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してお

らず、また今後もそのようなことはないこと 
(2)自らまたは第三者を利用して、当社および当社の役職員に対し、

暴力的行為、詐術、脅迫等言辞を用いず、当社の名誉や信用を毀
損せず、当社の業務を妨害しないこと 

 
小売電気事業者・お問合せ先 

リストプロパティーズ株式会社（登録番号 A0598） 
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町三丁目 35 番地 

Web によるお問合せ https://list-denki 

電話によるお問合せ 
０４５－２６４－６３０３ 

（月～金曜１０時～１７時） 

 
※記載価格は消費税 10%を含んだ金額です。消費税の変更に伴い上
記金額が変更となる場合がございます。 

※記載内容は 2020 年 6 月 1 日時点のものであり、当社ホームペー
ジへの掲示をもって変更のお知らせとさせていただくことがござ
います。 

 
 
  


